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第６章　事業計画　
本計画に示す事業計画は、「史跡亀ヶ岡石器時代遺跡・田小屋野貝塚保存活用計画」に定め

た第１期整備期間である短期（令和３～６年度）・中期（令和７～１２年度）に相当する。

本計画において事業内容が具体化したことを受けて、保存活用計画の事業工程の見直しを行

い、以下のとおりの事業計画とする。

　　（１） 事業工程

本計画は２つの史跡を対象として整備事業を実施するが、いずれも整備対象範囲が広大であ

るため、両史跡の整備を段階的に実施していく必要がある。ただし、亀ヶ岡石器時代遺跡につ

いては、史跡の本質的価値に関わる出土遺物の内容や特徴、さらには学史的意義を説明する上

でガイダンス施設の果たす役割は非常に大きく、現地整備からあまり時間を置かずにガイダン

ス施設整備を進めることが、来訪者に史跡の価値をより効果的に伝えていくために重要である。

そこで、まずは亀ヶ岡石器時代遺跡の整備に着手し、その後、ガイダンス施設、田小屋野貝塚

の順序で段階的に整備を実施していくものとする。

　　（２） 事業実施の考え方

本計画に示す事業計画では、ガイダンス施設整備が田小屋野貝塚整備に先行する工程となっ

ている。しかし、整備方針においては現地整備の優先を原則とし、令和６年度の全体整備基本

設計に基づいて田小屋野貝塚の令和１０年度以降の実施設計及び整備工事を着実に進めていく

こととし、現地整備とガイダンス施設整備に齟齬が生じないよう留意する。
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